
号外　第11号　令和７年３月31日　月曜日　　　

61

京  都  府  公  報

号外250331-03EN

　　別表第２の208の16の項の次に次のように加える。

　　別表第２の208の19の項から208の22の項までを次のように改める。
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　　別表第２の208の23の項を次のように改める。

　　別表第２の208の23の項の次に次のように加える。

（京都府手数料徴収条例施行規則の一部改正）
第４条　京都府手数料徴収条例施行規則の一部を次のように改正する。
　　別表第２の151の項を次のように改める。
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　　別表第２の151の項の次に次のように加える。

　　別表第２の152の項を次のように改める。
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　　別表第２の152の項の次に次のように加える。
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　　２　この表において「算定費用額の２分の１を基準
とする額」とは、⑴に掲げる額に⑵に掲げる割合
を乗じて得た額に、100分の105を乗じて得た額
（10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。）
をいう。

　　　⑴　算定費用額に２分の１を乗じて得た額を
1.0084で除して得た額

　　　⑵　1,000分の1,095
　　３　この表において「算定費用額の10分の８を基準

とする額」とは、⑴に掲げる額に⑵に掲げる割合
を乗じて得た額に、100分の105を乗じて得た額
（10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。）
をいう。

　　　⑴　算定費用額に10分の８を乗じて得た額を
1.0084で除して得た額

　　　⑵　1,000分の1,095

　　　附　則

１　この訓令は、令和７年４月１日から施行する。
２　この訓令による改正後の京都府衛生検査等使用料及

び手数料の減免に関する訓令別表第３の規定は、この
訓令の施行の日以後にされる申請に係る使用料及び手

　訓　　　　令　

京都府訓令第９号

京　都　府　保　健　所　
京都府保健環境研究所　

　京都府衛生検査等使用料及び手数料の減免に関する訓
令の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　令和７年３月31日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府衛生検査等使用料及び手数料の減免に関す
る訓令の一部を改正する訓令

　京都府衛生検査等使用料及び手数料の減免に関する訓
令（昭和51年京都府訓令第10号）の一部を次のように改
正する。
　別表第３の５の項中「560円」を「610円」に改め、同
表の備考の２及び３を次のように改める。

（京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則等の一部を改正する規則附則第３項の規定によりなおその効力を有す
るものとされた同規則第５条の規定による改正前の京都府手数料徴収条例施行規則の一部改正）
第５条　京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則等の一部を改正する規則（令和５年京都府規則第24号）附則第
３項の規定によりなおその効力を有するものとされた同規則第５条の規定による改正前の京都府手数料徴収条例施行
規則の一部を次のように改正する。

　　別表第２の151の項の⑴中「12,240円」を「12,850円」に改め、同項の⑵中「21,420円」を「22,490円」に改め、
同項の⑶中「31,620円」を「33,200円」に改め、同項の⑷中「47,940円」を「50,330円」に改め、同項の⑸中「68,340
円」を「71,750円」に改め、同項の⑹中「112,200円」を「117,810円」に改め、同項の⑺中「173,400円」を「182,070
円」に改め、同項の⑻中「255,000円」を「267,750円」に改め、同項の⑼中「346,800円」を「364,140円」に改め、
同項の⑽中「428,400円」を「449,820円」に改め、同表の152の項中「428,400円」を「449,820円」に、「10,200円」
を「10,710円」に改める。

　　　附　則
（施行期日）
１　この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第４条の規定は、令和７年５月１日から施行する。
（経過措置）
２　第１条、第３条及び第５条の規定による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後にされる申請に係る手

数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
３　第２条の規定による改正前の都市計画法施行細則別記第９号様式による用紙は、当分の間、同条の規定による改正

後の都市計画法施行細則別記第９号様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
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数料の減免について適用し、同日前にされた申請に係
る使用料及び手数料の減免については、なお従前の例
による。

　告　　　　示　

京都府告示第187号

　京都府手数料徴収条例施行規則に基づき手数料を徴収
しない理由を定めた告示（平成12年京都府告示第255号）
の一部を次のように改正し、令和７年４月１日から施行
する。
　なお、京都府手数料徴収条例施行規則に基づき手数料
を徴収しない理由を定めた告示（平成20年京都府告示第
286号）は、廃止する。

　令和７年３月31日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　「別表第２の148の項」を「別表第２の151の項から
152の３の項まで」に、「第４条第１項」を「第４条第２
項」に改める。
　１中「宅地造成」を「宅地造成、特定盛土等又は土石
の堆積」に、「造成主」を「工事主」に改める。
　２中「宅地造成」を「宅地造成、特定盛土等又は土石
の堆積」に改める。
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